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１．区庁舎の老朽化調査等について 

１ 区庁舎の現状 

 各区役所の庁舎は「アセットマネジメント基本方針」に基づき、目標耐用年数を 70年 

としている。 

区役所のうち最も経過年数が長い庁舎は、東区、南区、早良区役所（以下、三区庁舎） 

であり、いずれも独立行政法人都市再生機構（現：ＵＲ、当時：日本住宅公団）の市街地

住宅併用方式（住宅との合築）を採用し、昭和 46年に建設され、築 54年を迎えている。 

○区庁舎の建設年・築年数 （2025年－建築年）

東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区 

S46 建設 

築 54 年 

R4建設 

築 3年 

S55建設 

築 45年 

S46 建設 

築 54 年 

S62建設 

築 38年 

S46 建設 

築 54 年 

S59建設 

築 41年 

２ 三区庁舎の老朽化調査 

（１）調査内容

○三区庁舎の施設状況を把握するため、令和５年度、６年度に老朽化調査を実施。

○建築（躯体・仕上げ等）、電気・機械・給排水設備ごとに、材料採取による試験や

調査を実施。

○躯体の健全性は特に重要であるため、コンクリートの劣化状態や鉄筋の腐食状態を

調査。

（２）調査結果

○三区庁舎のいずれも、建物全体の安全性に影響する老朽化は認められない。

○躯体は、コンクリートの経年劣化が一部確認されるものの、適正に維持管理を行う

ことで、目標耐用年数 70年まで使用可能。

○内・外部の設備等についても、計画的な更新や部分補修により、施設の機能維持が

可能。

３ 今後の取組み 

（１）既存庁舎の取り扱い

○アセットマネジメント基本方針や老朽化調査の結果を踏まえ、三区の既存庁舎に

ついては適切に維持管理を行いながら、築 70年を目途に使用することを前提とする。 

（２）将来的な更新期に向けた検討着手

○今後、三区庁舎の将来的な更新期に向けた検討に着手する。

○庁舎の更新においては、ＵＲ住宅や関連施設など、関係者と協議を行うとともに

上位計画や周辺まちづくり、財政負担の軽減などにも考慮しながら、市民サービスの

向上に向けた総合的な検討を進める。

東区役所 南区役所 早良区役所 
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「福岡市男女共同参画を推進する条例」（以下「条例」とする）に基づき策定する福岡市男女共

同参画基本計画（第５次）（案）について、パブリック・コメント手続きに先立ち報告するもの。 

１ 計画の位置づけ 

条例第 11 条に規定する男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な計画を定めるもの。 

２ 計画の期間 

令和 8 年度から令和 12 年度の 5 年間 

１ 計画策定の経緯と目的 

 少子・高齢化のさらなる進行や世帯構成の変化、コロナ下において様々な問題を抱える

女性が顕在化するなど、取り巻く環境が大きく変化した中、改めて、今後５年間に福岡市が

市民とともに取り組むべき施策の方向と内容を明らかにする。 

２ 策定の背景 

(1) 国際的な動き

・国連などの男女共同参画推進に関する取組み（SDGs 等）が進むとともに、各国で女

性の進出がますます顕著になっている

(2) 国内の社会情勢の変化

・少子高齢化により労働力人口が減少する中、女性有業者数は過去最高を更新するも、

一方で半数は非正規雇用となっている

・男性の家事育児時間は諸外国と比較し未だ低水準の中、「共働き・共育て」といったテ

ーマへの注目が高まっている

・更年期症状など、女性特有の健康課題による経済損失は年間 3.4 兆円にものぼるとさ

れており、健康課題に対する理解や特性に応じた支援が求められている

・職業観、家庭観が変化する中、家庭でも仕事でも希望に応じて活躍できる「令和モデ

ル」への切り替えが求められている

・女性をめぐる課題が生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様

化、複合化。きめ細かで包括的な支援が求められている

(3) 国等の動き

・政治分野における男女共同参画の推進に関する法律、育児・介護休業法、DV 防止法、

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」など、男女共同参

画関連の法整備が進行

※国の第６次男女共同参画基本計画（令和７年 12 月閣議決定予定）に合わせて修正を予定

Ⅰ 福岡市男女共同参画基本計画（第５次）について 

Ⅱ 計画策定にあたって 

８．福岡市男女共同参画基本計画（第５次）の策定について
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３ 第４次基本計画の評価と今後の課題 

(1) 主な取組みと成果

・総合的な企画調整機能の強化：企画調整と事業実施の部門を集約して一体的に事業

を実施し、つながりサポート事業の実施や地域活動ハンドブックの改訂等を実施

・配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護：自立生活援助事業の開始、児童虐待

との連携強化

・ワーク・ライフ・バランスの推進：男性の育休取得率の上昇、残業時間が縮減

・働く場での女性活躍の推進：健康課題と仕事の両立に取り組む企業を支援

・地域における男女共同参画意識の浸透：みんなにやさしい防災研修の開始

(2) 数値目標（成果指標）の達成状況

・男女共同参画に関する市民意識は男女ともに改善しており、女性は目標達成

・DV に関する認知度・理解度は、目標未達も概ね改善

・意思決定過程への女性の参画については目標達成

・民間企業関連指標は目標未達も女性管理職比率は上昇

(3) 今後の課題

①男女の固定的な役割分担意識の解消と意思決定過程への女性の参画促進

・男女共同参画意識はこれまでの取組みにより改善傾向にあるが、年代や性別で意識

の差が存在。各層に応じて身近で共感を得られるテーマを通じた働きかけなどの

取組みが必要

・意思決定過程への女性の参画では、市の審議会等委員や市職員の管理職比率に一

定の進展あるも、一層の取組みを要する。地域での諸団体の長への就任状況は引き

続き低い水準にあり、リーダー育成などの取組みを地域の自主性を尊重しながら進

める必要がある

②ジェンダーに基づく暴力の根絶と被害者支援

・配偶者等からの暴力に係る相談窓口の認知度等が目標に達せず、相談への心理的

ハードルも顕在化。被害深刻化の未然防止に向けた相談窓口の周知や若年層

への啓発が課題 

・DV に限らず、性犯罪・性暴力などのジェンダーに基づく暴力の根絶と予防に向けた

教育・啓発や相談窓口の周知をさらに推進していく必要

③困難を抱える女性への支援

・令和６年４月施行の女性支援新法を踏まえ、支援を必要とする女性が抱える問題や

背景、心身の状況等に応じたきめ細かで包括的な支援が必要

④ワーク・ライフ・バランスと女性活躍の推進

・ワーク・ライフ・バランスに関する環境整備や働き方改革、男性の育児休業取得は進

展あるも、家事・育児・介護等の無償ケア労働は依然として女性に負担偏重

・職場での女性活躍が進む一方、賃金格差や管理職比率の差など、職場における男

女間格差は解消に至らず、企業への啓発や支援が必要
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１ 福岡市が目指す姿 

  

 

２ 第５次基本計画の体系 

 

現計画の評価と課題、社会経済情勢の変化などを踏まえ、重点施策を選定 

 

基本目標１ あらゆる年代・性別で男女共同参画意識が浸透した社会  

〇男女平等教育の推進 

〇男女共同参画にかかる啓発・学習の全市的展開 【重点】 

〇地域における男女共同参画意識の浸透と活動支援 【重点】 

〇男女共同参画の視点に立った地域防災の推進 【重点】 

〇国際理解・交流の推進 

〇生涯にわたる健康支援 

〇性の多様性が尊重される環境づくり 

 

基本目標２ あらゆる暴力が根絶された社会 

〇配偶者等からの暴力被害者の支援及び暴力の未然防止 【重点】 

〇セクシュアル・ハラスメント等及び性犯罪の防止 

 

基本目標３ 女性が安心して暮らせる社会 

〇安心して相談できる体制の充実 【重点】 

〇安全確保への取組みの充実 

〇回復と生活の安定に向けた切れ目のない支援の充実 

〇多様な主体との連携による支援の推進 【重点】 

〇女性の支援につながる教育・啓発・人材育成の推進 【重点】 

 

基本目標４ 仕事と生活の調和が実現した社会 

〇仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 【重点】 

〇子育て・介護支援の充実 

 

基本目標５ 性別にかかわらず機会と待遇が均等に確保され、誰もが能力を発揮して活躍できる社会 

〇働く場における女性活躍推進の支援 【重点】 

〇女性の就業・起業支援 【重点】 

 

基本目標６ あらゆる意思決定過程に男女が共に参画する多様性に富んだ社会 

〇市の政策・方針決定過程への女性の参画促進 【重点】 

〇地域活動の方針決定過程への女性の参画促進 【重点】 

 

Ⅲ 第５次基本計画の基本的考え方 

性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会 

 新 

※【重点】・・・ 

重点的に取り組む施策 
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3 成果指標 

基本目標ごとに、計画期間中に本市が達成すべき成果指標を設定する。 

 
 

４ 計画の推進 

計画の推進にあたっては、庁内の推進組織である「福岡市男女共同参画推進協議会」を

設置し、全庁一体となって取組みを進めるとともに、「福岡市男女共同参画審議会」に諮り

ながら進行管理を行う。  

併せて、拠点施設「男女共同参画推進センター・アミカス」での諸事業や区役所における

地域活動の支援を通じて、地域における男女共同参画の浸透を図るとともに、自治協議会

や NPO、事業者等多様な主体との連携・共働を進め、基本計画を効果的に推進していく。 
 

令和 7 年 12 月 パブリック・コメント手続を実施 

令和 8 年 3 月 福岡市男女共同参画審議会の審議を経て策定 

基本
目標

成果指標
現状値

（令和６年度）
目標値

（令和12年度）

79.0%

（令和５年度）

中学生　46.2%

高校生世代　84.2%

（令和５年度）

-

41.0%

（令和7年８月１日）

20.3%

（令和7年５月１日）

5 事業所における女性管理職比率 13.3% 18%

6

福岡市の審議会等委員への女性の参画率
40%以上
60％以下

福岡市役所における女性管理職比率 検討中

3 女性支援の機関・団体職員研修における理解度 100%

4

ワーク・ライフ・バランスを推進するための制度を導入している
事業所の割合

79.1% 85%

事業所における男性の育児休業取得率 48.7% 85%

1
男女の固定的な役割分担意識の解消度
「男は仕事、女は家庭を守るべきである」という考え方に否定
的な人の割合

77.1% 85%

2

配偶者等からの暴力について相談できる窓口の認知度
いずれかの相談窓口を知っている人の割合

90%

中学生・高校生世代の「デートDV」についての認知度
デートDVについて「言葉を知っている」と回答した中学生・高
校生世代の割合

中学生　50％
高校生世代 90％

Ⅳ 今後のスケジュール 
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